
平成２５年１０月１０日

国立 公立 私立
消費税が現 248 55 369
消費税が１ 496 110 738

※国立大学、公立大学は、全国医学部長病院長会議の調査による
※私立大学は、日本私立医科大学協会の調査による

　　政府は、平成元年の消費税導入時に社会保険診療報酬を損税解消として０．７６％を計上して措置し、さらに平成9年
　に消費税率が３％から５％に引き上げられた際には、同じく０．７７％計上して措置し、合計で社会保険診療報酬に１．５３
　％を手当てして病院の損税負担解消にあてたとしている。
　　しかしながら、国公私立大学における診療報酬に対する控除対象外消費税の割合は、上記の通り２．６％～３．２％
　となっており、仮に１．５３％が補填されているとしても不足していることは明らかである。
　　現行の消費税率５％の場合、概ね合計して６７２億円となり、１０％に引き上げられた場合は、１，３４４億円と推計される。
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国公私立大学医学部附属病院における

控除対象外消費税額（損税）〈平成24年度〉について【予測値】
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一般社団法人　日本私立医科大学協会


